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インド愛知デスク ニュース 

◆◇ インド最新情報 ◇◆ 

Vol.10（Vol.6 のアップデート版） 

 

 Goods and Services Tax：GST - インド間接税制の大改革（アップデート・レ

ポート） 

インドの複雑で分かりにくい間接税制の抜本的改善のため、複数存在する間接税を「GST

（Goods and Services Tax）」という 1 つの税金に統合しようという議論が始められて約 10 年

近くが経過します。2014 年のモディ政権誕生後、GST 導入は最重要政策の 1 つと位置づけ

られ、導入に向けた動きが活発化しました。そして、GST 導入に必要な憲法改正法が今年 8

月 8 日に国会を通過し、9 月 1 日には過半数の州議会がこれを追認、9 月 8 日に大統領署名

を経て成立しました。 

 

憲法改正法の成立を受けて、中央政府と州政府で構成され、税率、GST 適用範囲、GST 法

草案などを議論し建議する GST 評議会(GST Council)が発足しています。GST 評議会の建議

を受けて、今後は GST 法の国会、各州議会での可決・成立が必要です。政府は 2017 年 4

月の導入を目標としており、この実現に向けた動きは加速しているといえます。 

 

本稿では、GST の概要と導入による影響ポイントを解説します。 
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1. 現在のインドの間接税制 

 

現在のインドの間接税は、輸入時にかかる関税（関税の中にもさらに基本関税、

相殺関税、特別追加関税と複数の項目があります。）、物品製造に係る物品税（中

央政府税）、州内の物品販売にかかる付加価値税（VAT、州政府税）、州をまたぐ物

品販売にかかる中央売上税（CST、中央政府税）、サービス提供にかかるサービス

税（中央政府税）など、複数の税目があります。また、これらの税目の相殺控除

関係は複雑で分かりにくく、一部はコスト（原価増）になってしまうなど、ビジ

ネス上大きな負担となっています。 

 

 

2. GST の概要 

 

これまで、州政府の財務大臣で構成される特別委員会が GST の仕組みを提案して

おり、Model GST Law のドラフトが公開されています。Model GST Law で提案さ

れている GST の仕組みは Dual GST と呼ばれ、州内取引には中央政府の取り分であ

る Central GST（CGST）と州政府の取り分である State GST（SGST）を課税し、州

をまたぐ取引や輸入取引には Inter State GST（IGST）を課税することとしています。 

 

（１）相殺控除 

現在の税制では複雑になっている各税金の相殺控除関係も、GST の下では非常に

簡素な形となると考えられます。仕入時に支払う GST と売上時に受け取る GST は

原則的に制約なく相殺控除でき、現在の中央売上税（CST）のような相殺控除でき

ずコストとなってしまう税金が解消されることが期待されます。相殺控除は、州

内取引での CGST 同士、SGST 同士をまず相殺し、その後 IGST については一定の

ルールに従って相殺することが提案されています。 

 

（２）適用範囲 

GST は物品取引、サービス取引の両方に課される税金であり、現行制度のように

物品取引には VAT や CST、サービス取引にはサービス税、といった別の税金が課

されることがなくなります。例えば IT 産業においては、データの提供が物品とし

ての取引かサービスとしての取引かが明確でなく、VAT 法、サービス税法の両方
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に該当すると解釈されて VAT とサービス税の両方が課税されると言うケースもあ

りました。こうした法解釈による曖昧さも解消されると期待されます。しかし、

酒類、不動産(Stamp Duty)、電力(Electricity Duty)は GST の範囲から除外するとされ

ており、ガソリンなどの石油製品は遅れて GST の適用範囲とすることが予定され

ています（こうした物品には引き続き VAT や CST が課税されることになります。）。 

 

（３）課税タイミング－Supply 

課税時点の変化も大きなポイントです。既に述べたように、現在の税制では税目

ごとに課税タイミングが異なっていましたが、GST では「Supply」時点に統一され

ることが予定されています。Model GST Law によれば、Supply には在庫移動もそ

の概念に含まれるとされています。従って、販売・購買以外のタイミングでの GST

課税も考えられます（但し、在庫移動に係る GST も販売時の GST と相殺できるの

でコスト増とはなりません）。また、Supply というイベントはサプライヤーの所在

地と Place of Supply に従って決定するとされており、詳細は今後の議論の対象にな

ります。 

 

（４）税率 

GST 評議会は 11 月 3 日に 5％、12％、18％、28％の 4 区分からなる税率を決定し

ました。また、28％の税率適用品のうち、いわゆる Sin Goods(高級車、タバコ、Pan 

Masala、炭酸飲料、石炭)には、Cess(追加的な租税)を課税することとしました。 

 

区分 現行物品税 現行 VAT GST  

消費者物価指数を構成する半数の物品 0% 0% 0% 

一般消費物品(物品税/VATの免税品、その他低税率適用品) 

0% 5% 

5% 

2-6% 0% 

物品税および VATの両方で軽減税率が適用される物品 

一部のサービス 
6% 5-6% 12% 

物品税または VATで軽減税率が適用される物品 

大半のサービス 

6% 12.5% 

18% 

12.5% 5% 

物品税および VATの両方で標準税率が適用される白物家電 12.50% 12.5% 28% 
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Sin goods－高級車、Pan Masala、炭酸飲料、タバコ、石炭 18%-28% 12.5% - 20% 
28% + 

Cess 

 

なお、具体的にどの品目・サービスがどの税率に該当するのかは明らかにされて

おらず、今後の発表が待たれます。 

 

3. GST Network (GSTN) 

 

GST の登録、申告、納税を行う IT インフラネットワークである GSTN が 11 月 8

日に公開され、登録が開始されました。既存の物品税、VAT、サービス税の納税者

は、各税金のポータルサイトに登録されているメルアドレス等に暫定 ID が送られ、

それを使って GSTN にログインして登録することになります。 

GSTN への登録は、2017 年 3 月 20 日までの日程で、州ごとのスケジュールで実施

することが発表されています。 

 

4. GST 導入の影響 

 

GST の導入は現在の間接税制を根本的に変更するものであり、影響は広範囲かつ

大きなものになると予想されます。特に以下の分野では注意が必要です。 

 

（１）サプライチェーンへの影響 

現在の間接税制を前提としたサプライチェーンの見直しが必要になると考えられ

ます。州内業者、州外業者、輸入など、取引に応じた税金面への影響分析が必須

です。また、これまでは CST コストを軽減する目的で州ごとに倉庫を設置して出

荷するという体制がよく見られますが、GST では CST コストの制約がなくなるの

で、例えば複数の州を対象とした出荷拠点への物流の集約なども 1 つの選択肢と

なり得ます。こうした物流網（倉庫網のあり方など）の見直しも必要になると思

われます。 

 

（２）キャッシュフローへの影響 

現在の間接税は税目ごとに課税タイミングが異なっていますが、既に述べたよう

に GST の下では「Supply」時点での課税に統一されます。この課税タイミングの
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変化によって間接税に関するキャッシュイン・アウトのタイミングが変わってく

ると考えられます。また、在庫移動も Supply に含まれるため、仕入・販売以外の

タイミングでの GST 課税・キャッシュフローも考えられます。加えて、これまで

の免税や還付のあり方やタイミングも変わってくると考えられるため、こうした

キャッシュインへの影響も考慮すべきポイントです。 

 

（３）コンプライアンス対応への影響 

現在の間接税制では複数の税金にそれぞれのコンプライアンス対応が必要でした

が、GST導入後はGSTという1つの税金についてのコンプライアンスが求められ、

規制内容のスリム化が期待されます。 

一方で負担増の懸念もあります。現在提案されている Dual GST の下では、州政府

の SGST を含むために州ごとの登録・申告・納税が必要となると考えられます。例

えば、現在サービス取引にはサービス税という中央政府税が課されるので、申告・

納税は中央政府に対して行いますが、GST ではサービスも州ごとの申告・納税と

なる可能性があります。また、CGST、SGST、IGST ごとの会計処理・管理や各種

証憑類の保管、GST に合致した契約書や請求書への改訂など、コンプライアンス

対応が必要になります。 

 

（４）IT システムへの影響 

現行の間接税制に対応した ITシステムは全てGSTに対応したものに変更する必要

があります。例えば、税目設定・税率の変更、請求書等の新たなフォーマット設

定、クレジット（相殺控除）登録・条件の変更（特に物品取引とサービス取引の

クロスクレジットへの対応）などが考えられ、影響は広い範囲に及ぶと思われま

す。 

 

5. 今後の対応は？ 

 

GST の制度の基本的骨格についてはほぼ固まったといえます。今後 GST 評議会に

おいて Model GST Law の改訂版が公表されれば最終的な制度が明らかとなると思

われます。しかし、GST の議論が最終決着するまで待っていては、十分な準備期

間が確保できない可能性も否定できないことから、現時点で入手できる情報で、

現在のビジネスのどういうところにどういう影響がありそうか、という分析は最
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低限進めておく必要があると思われます。 

 

また、現在の税制への対応状況が適切かどうかも、このタイミングでレビューす

ることも必要と思われます。例えば、現在の制度でのクレジット残高（BS の仮払

/仮受間接税のイメージ）が適切かどうか、それを裏付ける根拠証憑が十分に整備

されているかは確認が必要です。現在の制度上のクレジット残高は GST 導入後も

有効な残高として移行できると考えられますが、その際には、証憑類の保管など

GST で求められる一定のコンプライアンスを満たさないクレジット残高は否認さ

れてしまうかもしれません。 

 

そこで、GST 移行前に、現在の間接税制へのコンプライアンス状況も総点検され

てはいかがでしょう。 
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